
―
消
費
税
に
お
け
る
給
与
所
得
と

事
業
所
得
の
区
分
―

は
じ
め
に

所
得
税
法
上
の
給
与
所
得（
所

法
２８
�
）
と
事
業
所
得
（
所
法

２７
�
）
の
区
分
に
つ
い
て
は
、

個
人
の
所
得
税
だ
け
で
は
な

く
、
法
人
に
お
い
て
も
、
消
費

税
の
課
税
仕
入
れ
該
当
性
や
源

泉
所
得
税
の
源
泉
徴
収
の
有
無

等
の
場
合
に
問
題
と
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
所
得
区
分
に
つ
い

て
争
わ
れ
た
消
費
税
の
事
例
を

中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

１
、
給
与
所
得
と
事

業
所
得
の
一
応
の

判
別
基
準

次
の
最
高
裁
判
決
は
、
弁
護

士
の
顧
問
料
収
入
を
事
業
所
得

と
し
て
認
定
し
た
も
の
で
す

が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
判
別
基

準
は
、
そ
の
後
、
多
く
の
判
決

・
裁
決
で
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
５６
・
４
・
２４
最
高
裁
（
棄

却
）（
確
定
）

Ｚ
１
１
７
―
４
７
８
８

判
決
で
は
、「
事
業
所
得
と

は
、
自
己
の
計
算
と
危
険
に
お

い
て
独
立
し
て
営
ま
れ
、
営
利

性
、
有
償
性
を
有
し
、
か
つ
反

復
継
続
し
て
遂
行
す
る
意
思
と

社
会
的
地
位
が
客
観
的
に
認
め

ら
れ
る
業
務
か
ら
生
じ
る
所

得
」
を
い
い
、「
給
与
所
得
と

は
、
雇
用
契
約
又
は
こ
れ
に
類

す
る
原
因
に
基
づ
き
使
用
者
の

指
揮
命
令
に
服
し
て
提
供
し
た

労
務
の
対
価
と
し
て
使
用
者
か

ら
受
け
る
給
付
」
を
い
う
と
し

て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
給
与
所
得
に
つ
い

て
、「
給
与
支
給
者
と
の
関
係
に

お
い
て
何
ら
の
空
間
的
、
時
間

的
な
拘
束
を
受
け
、
継
続
的
な

い
し
断
続
的
に
労
務
又
は
役
務

の
提
供
が
あ
り
、
そ
の
対
価
と

し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
が
重
視
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
い

ま
す
。

２
、
外
注
費
の
課
税

仕
入
れ
該
当
性

平
１９
・
１１
・
１６
東

京

地

裁

（
棄
却
）

Ｚ
８
８
８
―
１
３
６
５

平
２０
・
４
・
２３
東

京

高

裁

（
棄
却
）（
上
告
）

Ｚ
８
８
８
―
１
３
６
６

検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
…
「
外
注
費
」

「
消
費
税
」

電
気
工
事
の
設
計
施
工
業
等

を
営
む
Ａ
社
（
原
告
・
控
訴
人
）

は
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
６

名
（
各
支
払
先
）
に
支
払
っ
た

金
員
に
つ
き
、
請
負
契
約
に
基

づ
く
外
注
費
で
あ
る
か
ら
、
課

税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の

額
と
な
る
と
し
て
消
費
税
等
の

確
定
申
告
等
を
し
ま
し
た
。

本
件
は
、
Ｓ
税
務
署
長
が
、

各
支
払
先
に
支
払
っ
た
金
員

は
、
給
与
等
で
あ
る
と
し
て
、

消
費
税
等
の
更
正
処
分
等
を
行

っ
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
社
が
、
そ
の

取
消
し
を
求
め
た
事
案
で
す
。

裁
判
所
で
は
、
前
掲
の
最
高

裁
判
決
を
踏
ま
え
、
次
の
認
定

事
実
等
か
ら
、
各
支
払
先
の
労

務
の
実
態
は
、
い
わ
ゆ
る
日
給

月
給
で
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
と

変
わ
り
が
な
い
と
し
て
、
各
支

払
先
に
つ
い
て
、
自
己
の
計
算

と
危
険
に
お
い
て
独
立
し
て
電

気
配
線
工
事
業
等
を
営
ん
で
い

た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
判
断
し
ま
し
た
。

�

各
支
払
先
は
、
Ａ
社
か
ら

指
定
さ
れ
た
各
仕
事
先
に
お
い

て
Ａ
社
代
表
者
等
の
指
示
に
従

い
、
基
本
的
に
午
前
８
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
の
間
、
電
気
配

線
工
事
等
の
作
業
に
従
事
し
、

１
日
当
た
り
の
「
基
本
給
」
に

従
事
日
数
を
乗
じ
た
金
額
等
を

労
務
の
対
価
と
し
て
得
て
い
た

こ
と
。

�

各
支
払
先
は
、
Ａ
社
に
常

用
さ
れ
る
者
と
し
て
他
の
仕
事

を
兼
業
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

�

各
仕
事
先
で
使
用
す
る
材

料
を
仕
入
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
こ
と
。

�

各
支
払
先
は
、
ペ
ン
チ
、

ナ
イ
フ
及
び
ド
ラ
イ
バ
ー
等
を

除
き
、
使
用
す
る
工
具
及
び
器

具
等
そ
の
他
営
業
用
の
資
産
を

所
持
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ

と
。

�

Ａ
社
が
、
各
支
払
先
に
係

る
定
期
健
康
診
断
の
費
用
を
負

担
し
て
い
た
こ
と
。

�

Ａ
社
が
、
各
支
払
先
に
無

償
貸
与
す
る
作
業
着
を
購
入
し

福
利
厚
生
費
と
し
て
い
た
こ
と
。

Ａ
社
は
、
第
一
審
及
び
控
訴

審
で
、
各
支
払
先
に
支
払
っ
た

金
員
が
外
注
費
と
は
認
め
ら
れ

ず
、
給
与
所
得
で
あ
る
と
認
定

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
上
告
に
及

び
ま
し
た
が
、
上
告
不
受
理
・

棄
却
（
平
成
２０
年
１０
月
１０
日
最

高
裁
）
と
な
り
、
裁
判
は
確
定

し
ま
し
た
。

３
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
に

支
払
っ
た
外
注
費

平
１２
・
２
・
２９
裁
決
（
一
部

取
消
し
）
・
Ｊ
５９
―
５
―
３０

検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
…
「
外
注

費
」「
消
費
税
」

国
税
不
服
審
判
所
で
は
、
審

査
請
求
人
が
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
師

に
支
払
っ
た
外
注
費
は
、
次
の

事
実
等
か
ら
、
給
与
等
に
該
当

す
る
の
で
、
課
税
仕
入
れ
に
該

当
し
な
い
と
し
て
、
審
査
請
求

人
の
主
張
を
斥
け
て
い
ま
す
。

�

マ
ッ
サ
ー
ジ
師
各
人
は
、

採
用
の
際
、
個
々
に
契
約
を
交

わ
し
、
そ
の
契
約
書
の
記
載
内

容
に
従
い
、
審
査
請
求
人
の
施

術
所
施
設
に
お
い
て
、
マ
ッ
サ

ー
ジ
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

�

マ
ッ
サ
ー
ジ
業
務
を
遂
行

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
営
業
時

間
、
施
術
種
目
（
コ
ー
ス
）
及

び
施
術
料
金
、
出
退
勤
時
間
等

を
含
め
業
務
時
間
、
服
装
、
休

憩
及
び
業
務
上
の
心
得
等
の
業

務
規
則
が
定
め
ら
れ
、
営
業
方

針
・
業
務
規
則
に
従
わ
な
い
場

合
に
は
審
査
請
求
人
に
契
約
解

除
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

�

マ
ッ
サ
ー
ジ
師
は
、
審
査

請
求
人
の
指
揮
監
督
な
い
し
組

織
の
支
配
に
服
し
て
、
場
所

的
、
時
間
的
な
拘
束
を
受
け
て

継
続
的
に
労
務
を
提
供
し
、
マ

ッ
サ
ー
ジ
業
務
に
当
た
り
独
自

に
費
用
を
負
担
し
て
い
な
い
も

の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
審
査

請
求
人
と
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
は
雇

用
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
。

４
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
報
酬

平
１１
・
６
・
２
那

覇

地

裁

（
棄
却
）

Ｚ
２
４
３
―
８
４
１
７

平
１２
・
１０
・
１０
福

岡

高

裁

（
棄
却
）

Ｚ
２
４
９
―
８
７
４
１

平
１３
・
４
・
２７
最
高
裁
（
棄

却
）（
確
定
）

Ｚ
２
５
０
―
８
８
９
３

検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
…
「
キ
ャ
デ

ィ
ー
報
酬
」「
給
与
所
得
」

こ
の
事
案
の
主
な
争
点
は
、

ゴ
ル
フ
場
を
経
営
す
る
Ｂ
社

（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）

が
支
払
っ
た
キ
ャ
デ
ィ
ー
報
酬

に
つ
い
て
、
給
与
所
得
と
な
る

か
事
業
所
得
と
な
る
か
で
す
。

裁
判
所
で
は
、
次
の
と
お

り
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
報
酬
は
、
労

務
の
対
価
と
し
て
支
給
さ
れ
た

も
の
と
判
断
し
、
所
得
税
法
上

の
給
与
所
得
に
当
た
る
と
し
ま

し
た
。

�

Ｂ
社
と
キ
ャ
デ
ィ
ー
と
の

間
で
、
形
式
的
に
は
雇
用
契
約

が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
し
、
Ｂ

社
に
お
い
て
は
、
キ
ャ
デ
ィ
ー

の
採
用
や
そ
の
勤
務
形
態
、
勤

務
時
間
等
に
つ
い
て
、
キ
ャ
デ

ィ
ー
に
相
当
程
度
の
自
由
が
与

え
ら
れ
て
い
る
が
、
キ
ャ
デ
ィ

ー
は
Ｂ
社
か
ら
独
立
し
て
経
済

活
動
を
営
み
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
と

の
間
で
請
負
な
い
し
請
負
類
似

の
契
約
関
係
に
あ
っ
た
と
は
到

底
い
い
難
い
。

�

Ｂ
社
の
キ
ャ
デ
ィ
ー
業
務

は
、
ゴ
ル
フ
場
に
お
け
る
プ
レ

ー
ヤ
ー
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の

一
部
で
あ
り
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
の

労
務
提
供
は
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
自

身
の
危
険
と
計
算
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
Ｂ
社
の
指
揮
監
督

に
服
し
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

給
与
所
得
と
事
業
所
得
の
区

分
に
つ
い
て
は
、
請
負
契
約
や

雇
用
契
約
の
有
無
だ
け
で
は
な

く
、
判
別
基
準
に
よ
り
実
質
的

に
判
断
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

な
お
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
は
、

東
京
国
税
局
の
法
人
課
税
課
速

報
・
平
成
１５
年
７
月
・
第
２８
号

の
【
給
与
所
得
と
事
業
所
得
と

の
区
分

給
与
？
そ
れ
と
も
外

注
費
？
】
も
収
録
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
併
せ
て
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

依
田

孝
子﹇
大
森
﹈
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